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昭
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二
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五
十
号

（
抄
）

２

）
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◎

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）（
抄
）

（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
）

第
六
十
九
条
の
二

次
に
掲
げ
る
貨
物
は
、
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
省

略
）

四

不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
十
一
号
又
は
第
十
二
号
（
定
義
）
に
掲
げ
る
行
為
（
こ
れ
ら

の
号
に
掲
げ
る
不
正
競
争
の
区
分
に
応
じ
て
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
八
号
（
適
用
除
外
等
）
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。）
を
組
成

す
る
物
品

２
及
び
３

（
省

略
）

（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
）

第
六
十
九
条
の
十
一

次
に
掲
げ
る
貨
物
は
、
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
省

略
）

十

不
正
競
争
防
止
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
十
一
号
又
は
第
十
二
号
（
定
義
）
に
掲
げ
る
行
為
（
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
不
正
競
争
の
区
分

に
応
じ
て
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
八
号
（
適
用
除
外
等
）
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。）
を
組
成
す
る
物
品

２
及
び
３

（
省

略
）

◎

不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
不
正
競
争
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

他
人
の
商
品
等
表
示
（
人
の
業
務
に
係
る
氏
名
、
商
号
、
商
標
、
標
章
、
商
品
の
容
器
若
し
く
は
包
装
そ
の
他
の
商
品
又
は
営
業
を
表
示
す
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
若
し
く
は
類
似
の
商
品
等
表
示
を
使
用
し
、
又
は
そ
の
商
品
等
表
示
を
使
用
し
た
商
品
を

譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
若
し
く
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
、
他
人
の
商
品
又
は
営
業

と
混
同
を
生
じ
さ
せ
る
行
為

二

自
己
の
商
品
等
表
示
と
し
て
他
人
の
著
名
な
商
品
等
表
示
と
同
一
若
し
く
は
類
似
の
も
の
を
使
用
し
、
又
は
そ
の
商
品
等
表
示
を
使
用
し
た
商
品
を
譲
渡
し
、
引

き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
若
し
く
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為

三

他
人
の
商
品
の
形
態
（
当
該
商
品
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
形
態
を
除
く
。
）
を
模
倣
し
た
商
品
を
譲
渡
し
、
貸
し
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
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の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為

四
～
九

（
省

略
）

十

第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
技
術
上
の
秘
密
（
営
業
秘
密
の
う
ち
、
技
術
上
の
情
報
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
使
用
す
る
行
為
に
限

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
不
正
使
用
行
為
」
と
い
う
。）
に
よ
り
生
じ
た
物
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、

輸
入
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為
（
当
該
物
を
譲
り
受
け
た
者
（
そ
の
譲
り
受
け
た
時
に
当
該
物
が
不
正
使
用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
物
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
ず
、
か
つ
、
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
重
大
な
過
失
が
な
い
者
に
限
る
。）
が
当
該
物
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展

示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為
を
除
く
。）

十
一

営
業
上
用
い
ら
れ
て
い
る
技
術
的
制
限
手
段
（
他
人
が
特
定
の
者
以
外
の
者
に
影
像
若
し
く
は
音
の
視
聴
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
又
は
影
像
、
音
若
し

く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
記
録
を
さ
せ
な
い
た
め
に
用
い
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
る
影
像
若
し
く
は
音
の
視
聴
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行

又
は
影
像
、
音
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
記
録
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
影
像
の
視
聴
等
」
と
い
う
。
）
を
当
該
技
術
的
制
限
手
段
の
効
果
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ

り
可
能
と
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
（
当
該
装
置
を
組
み
込
ん
だ
機
器
及
び
当
該
装
置
の
部
品
一
式
で
あ
っ
て
容
易
に
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）

若
し
く
は
当
該
機
能
を
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。）
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
若
し
く
は
記

憶
し
た
機
器
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
若
し
く
は
輸
入
し
、
又
は
当
該
機
能
を
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
電
気

通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為
（
当
該
装
置
又
は
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
当
該
機
能
以
外
の
機
能
を
併
せ
て
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
影
像
の
視
聴
等
を
当
該

技
術
的
制
限
手
段
の
効
果
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
り
可
能
と
す
る
用
途
に
供
す
る
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。）

十
二

他
人
が
特
定
の
者
以
外
の
者
に
影
像
若
し
く
は
音
の
視
聴
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
又
は
影
像
、
音
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
記
録
を
さ
せ
な
い
た
め
に

営
業
上
用
い
て
い
る
技
術
的
制
限
手
段
に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
る
影
像
若
し
く
は
音
の
視
聴
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
又
は
影
像
、
音
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
記
録
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
影
像
の
視
聴
等
」
と
い
う
。）
を
当
該
技
術
的
制
限
手
段
の
効
果
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
り
可
能
と
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
（
当

該
装
置
を
組
み
込
ん
だ
機
器
及
び
当
該
装
置
の
部
品
一
式
で
あ
っ
て
容
易
に
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）
若
し
く
は
当
該
機
能
を
有
す
る
プ
ロ
グ

ラ
ム
（
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
若
し
く
は
記
憶
し
た
機
器
を
当
該
特
定
の
者
以
外
の

者
に
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
若
し
く
は
輸
入
し
、
又
は
当
該
機
能
を
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為
（
当
該
装
置
又
は
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
当
該
機
能
以
外
の
機
能
を
併
せ
て
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
影
像
の
視
聴
等
を
当
該
技
術
的
制

限
手
段
の
効
果
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
り
可
能
と
す
る
用
途
に
供
す
る
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。）

十
三
～
十
六

（
省

略
）

２
～

（
省

略
）

10

◎

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）（
抄
）
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（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
申
立
て
手
続
）

第
六
十
二
条
の
三

法
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
申
立
て
手
続
等
）
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
立
書
に
、
同
項
に
規
定
す
る
証
拠
を
添
え
て
、
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
省

略
）

二

商
品
等
表
示
、
商
品
の
形
態
又
は
技
術
的
制
限
手
段
の
内
容
（
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
係
る
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限

る
。）

三
～
六

（
省

略
）

（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
申
立
て
手
続
）

第
六
十
二
条
の
十
七

法
第
六
十
九
条
の
十
三
第
一
項
（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
申
立
て
手
続
等
）
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
立
書
に
、
同
項
に
規
定
す
る
証
拠
を
添
え
て
、
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
省

略
）

二

商
品
等
表
示
、
商
品
の
形
態
又
は
技
術
的
制
限
手
段
の
内
容
（
法
第
六
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
係
る
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

限
る
。）

三
～
六

（
省

略
）
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